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学校跡施設利活用の方向性について 

 

（１）基本的考え方 

 

広葉小学校と緑陽小学校の２つの学校跡地の利活用にあたっては、以下を基本的考え方とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①総合的・複合的に活用する 

学校跡地を単独の機能ではなく、多様な機能を持たせ、総合的・複合的な施設として活用

する。 

 

②学習の場として尊重して活用する 

学校であったことの記憶を残す上からも学習の場として活用する。 

 

③多世代交流の場として活用する 

地域の子供と高齢者の交流といった世代間交流ができるように活用する。 

 

④地域住民以外の人にも来てもらえるように活用する 

地域住民だけでなく、北広島市民全体や市外からも人が訪れるように活用する。 

 

⑤地域のよりどころの場として活用する 

地域住民が気軽に集まり活用できる場にして、地域住民のコミュニティの拠点となるよう

に活用する。 

 

 

 

基本的考え方 

①総合的・複合的に活用する 
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③多世代交流の場として活用する 
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（２）活用の方向性 

 

 基本的考え方に基づいて、これまで活用の方向性を検討した結果を整理すると、次の活用が

想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①子育て支援施設・学童クラブ・児童館 

   【北広島市、社会福祉法人、NPO 法人、地域運営委員会】 

・北広島団地に児童館がないことを考慮し、学童保育と児童館がひとつになった施設とし

て活用する。 

・学習塾に行けない子供の学習を支援する場として活用する。 

【既存施設】広葉学童クラブ…広葉小学校 

 

【想定される課題】 

 ・水道設備や遊戯室の設置などの改修費用が見込まれる。 

 ・指導者の確保などどのような運営主体又は運営方法にするか検討する必要がある。 

 ・子供は減尐しているが、児童館など、どの程度利用ニーズがあるか把握する必要がある。 

 

②高齢者福祉施設【北広島市、社会福祉法人・NPO 法人】 

・子供の施設と合わせて高齢者を対象とした施設にして、子供と高齢者の交流の場となる

ように活用する。 

・介護施設が近くにないので介護施設として活用する。 

・訪問介護ステーションとして活用する。 

・デイサービス施設(通所介護施設)として活用する。 

・高齢者支援センターとして活用する。 

・在宅介護の支援を行う施設として活用する。 

活用の方向性 

①子育て支援施設・学童クラブ・児童館 

②高齢者福祉施設 

③オフィス 

④歴史文化博物館・エコミュージアム拠点 

⑤市民美術・工芸館 

⑥図書館 

⑦学習研修施設 

⑧スポーツ施設 

⑨自然体験・環境教育拠点 

⑩農業施設・農業研修施設 

⑪地域のコミュニティの場・交流の場 

⑫宿泊施設 

⑬地域防災拠点・安全な地域づくりの拠点 

⑭地域交通拠点 

⑮行政機関の移転先 
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【既存施設】おたっしゃ塾…広葉小学校 

 

【想定される課題】 

・バリアフリー対応設備やトイレなど、多額の改修費用が見込まれる。 

・他の高齢者福祉施設との調整など、どのように運営するか整理する必要がある。 

 

③オフィス【財団、NPO 法人】 

・スタートアップオフイス(創業支援)として活用する。 

・オフィスや貸しオフィスとして活用する。 

・町内会の事務処理の代行などのビジネスを行う場として活用する。 

 

【想定される課題】 

 ・オフィス全体を管理する運営主体を検討する必要がある。 

 ・入居団体の確保など、利用ニーズを把握する必要がある。 

 

④歴史文化博物館・エコミュージアム拠点【北広島市、財団、NPO 法人】 

・北広島市の歴史を学ぶ場として活用する。 

・北広島市の歴史的遺産を保管する場として活用する。 

・エコミュージアム構想における拠点のひとつとして位置づけ、活用する。 

 

【想定される課題】 

 ・歴史的遺産を展示・保存するための改修費用が見込まれる。 

 ・市内にある歴史的資料の収集(市・個人など)を行う必要がある。 

 

⑤市民美術・工芸館【NPO 法人】 

・北広島市のプロの作品の展示を行う場として活用する。 

・アトリエ（作業場）として貸し出すなどして活用する。 

・市民ギャラリーとして活用する。 

   

【想定される課題】 

  ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

  ・どの程度利用ニーズがあるか把握する必要がある。 
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⑥図書館【北広島市、NPO 法人】 

・図書館として活用する。 

・北広島市民の貴重な蔵書を寄贈してもらい保存し、それらを貸し出す図書館として活用

する。 

    

【想定される課題】 

   ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

   ・市内にある様々な蔵書等の収集を行う必要がある。 

   ・市内にある他の図書館との関係を整理する必要がある。 

 

⑦学習研修施設 

●生涯学習施設【NPO 法人】 

・コンピューター室を活かしたパソコン教室などの研修施設として活用する。 

 

●初等教育施設【北広島市、NPO 法人、地域運営委員会】 

・シニア向けのプログラムを提供できる生涯学習施設などとして活用する。 

 

●サークル活動施設【NPO 法人、地域運営委員会】 

・地域のサークル活動の施設として活用する。 

・音楽などもできるサークル活動の場として活用する。 

・料理実習室(家庭課室)を活かしたサークル活動施設として活用する。 

    

【想定される課題】 

   ・防音設備など、使用目的に合わせた改修が必要である。 

   ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

   ・運営にあたっては、企業、団体、市民などのスポンサーを検討する必要がある。 

 

⑧スポーツ施設【NPO 法人、地域運営委員会】 

・体育館を活かしてスポーツが楽しめる場として活用する。 

・地域の人の関心が高い健康に関するプログラムを提供し、地域の人が気軽にスポーツに

親しめるように活用する。 

・周辺のスポーツ施設と併せたスポーツ施設として活用する。（緑陽小学校） 

    

【想定される課題】 

   ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

   ・利用ニーズの把握も含め、体育館やグラウンドをどのように利用していくか検討する必 

    要がある。 
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⑨自然体験・環境教育拠点【NPO 法人】 

・周辺の自然環境や公園緑地とあわせて自然教育・環境学習の場として活用する。 

・太陽光発電パネルなどを設置や、コージェネレーションシステムを導入して自然エネル

ギーや省エネルギーの拠点としても活用する。 

    

【想定される課題】 

   ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

   ・省エネルギー施設の整備について、多額の改修費用が見込まれる。 

 

⑩農業施設・農業研修施設【NPO 法人】 

・学校の敷地（グランド）を農地として活用する。 

・教室を野菜工場として活用する。 

・農業など北広島市の地域資源に関係するテーマの研修施設として活用する。 

    

【想定される課題】 

   ・グランドの利用方法も含め、農地としての整備について検討する必要がある。 

   ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

 

⑪地域のコミュニティの場・交流の場【NPO 法人、地域運営委員会】 

・喫茶室（食を楽しめる）などを設置し、気軽に利用できる交流の場として活用する。 

 【既存機能】地域交流スペース(地域交流室・和室・小会議室)…緑陽小学校 

    

【想定される課題】 

   ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

   ・水道設備などの改修費用が見込まれる。 

 

⑫宿泊施設【NPO 法人】 

・段階的に整備することも含めて宿泊施設として活用する。（簡易宿泊施設からスタート） 

・スポーツ合宿や自然体験の宿泊施設として活用する。 

    

【想定される課題】 

   ・宿泊設備や入浴設備など、多額の改修費用が見込まれる。 

   ・収益性が確保されるかなど、利用ニーズの把握をする必要がある。 

 

 

 

 

 

 



第 6回 学校跡施設市民検討会議資料 

 

6 

 

⑬地域防災拠点・安全な地域づくりの拠点【北広島市、地域運営委員会】 

・現在学校が持っている防災機能を残し、地域の防災拠点として活用する。 

・地域の安全パトロールの拠点として活用する。 

・防災用品の備蓄場所として活用する。 

    

【想定される課題】 

   ・収容避難場所である体育館と一時避難場所であるグランドを、災害時には利用できる 

    ようにしておく必要がある。 

 

⑭地域交通拠点【北広島市、NPO 法人】 

・自転車道がある北広島市の特徴を活かして「自転車の駅」として活用する。 

・団地内の住民の利用するカーシェアリングの拠点として活用する。 

・地域の人のためのタクシーサービスを提供する拠点として活用する。 

    

【想定される課題】 

   ・どのように運営していくか、運営主体も含め検討する必要がある。 

 

⑮行政機関の移転先 

・警察の派出所 

・適応指導教室みらい塾 

・教育関係行政機関(教育委員会等) 

    

【想定される課題】 

   ・市内にある他の公共施設配置との関係を整理する必要がある。 

 

 

 

【全体を通して想定される課題】 

・目的、用途に合わせた改修が必要であり、特に水道設備などの改修費用が見込まれる。 

・どのように運営するかなど、運営主体や運営方法について検討する必要がある。 

・暖房費などの維持管理費の捻出など、利用ニーズの把握も含め、収益性について検討する 

  必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



第 6回 学校跡施設市民検討会議資料 

 

7 

 

（３）利活用をはじめるにあたっての考え方 

  学校跡施設の利活用について、ニーズや運営主体、実現性などから下記のように 3 つに分け

て検討する。 

 

分類 学校跡施設利活用のランク 

A すぐに実現できるもの(ニーズもあり、実現可能なもの) 

B ニーズがあるが、実現に伴い課題が多いもの 

C ニーズが尐なく、実現に伴い課題が多いもの 

 

 

（４）学校跡施設利活用の運営主体の傾向 

 

学校施設利活用の運営主体としては、以下の３つが想定される。 

 

①市町村 

教育に関する研究施設、複合型施設、体験型博物館、体験宿泊施設、社会教育施設など 

※「社会福祉協議会」は、法律（社会福祉法）に定められ、行政区分ごとに組織された団

体であることから、市町村に含める。 

 

②法人 

○社会福祉法人：高齢者住居、配食センター、託児所、高齢者生きがいデイサービスなど 

○財団法人：ベンチャー企業の貸しオフィス、芸術振興施設、博物館など 

○ＮＰＯ法人：コミュニティ複合施設、協働支援施設、市民活動支援施設、デイサービス

センター、など 

○第三セクター：滞在型宿泊施設、レストラン・宿泊施設・農業体験などを体験できる複

合施設など 

○組合：農事組合法人、林業、農業体験施設、研修交流施設など 

 

③地域運営委員会 

地域交流施設（集会所も含む）、地域防災機能をあわせもった複合施設、コミュニティ施設

学童保育など地域で子供を支援する施設など 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95
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◆北広島市の NPO法人と運営主体としての可能性 

 北広島市内の NPO 法人(27 団体)の定款や事業報告から、活用の方向性の 15 分類での運営主

体の可能性について整理した。 

番号 北広島市の NPO 法人 活動分野 活動内容 運営主体の可能性 

1 

心のかけ橋・虹 福祉 託児、ふれあいの場開設、知

的障害者に対する昼食弁当

(配達) 

①子育て支援 

②高齢者福祉等 

2 
ケアワーカーズたん

ぽぽ 

福祉 高齢者及び家族に対しての介

護支援、生活支援 

②高齢者福祉等 

3 

恵存会 福祉 託児や高齢者介護など、総合

的な在宅福祉のケアシステム

の確立 

②高齢者福祉等 

4 

わたげ 福祉 居宅介護、行動援護、移動支

援、児童ディサービス、地域

活動支援センターの運営 

※障害者自立支援 

5 
たすけあいワーカー

ズどんぐり 

福祉 おたっしゃ塾の運営を受託、

訪問介護事業、通所介護事業 

②高齢者福祉等 

6 

NPO・連・きたひろし

ま 

まちづく

り 

団地住民センター指定管理受

託 

⑦学習研修施設 

⑪地域のコミュニ

ティの場・交流の

場 

7 

北広島 IT ネットワー

ク 

情報化 パソコン講習会、市民 IT 講習

会、地域 SNS 管理受託、IT

ステーション管理受託 

⑦学習研修施設 

8 
子どもの家あおぞら

保育園 

子ども 保育事業、子育て支援事業 ①子育て支援 

9 
北広島スポーツクラ

ブ 

スポーツ

振興 

ジュニアユースサッカー事

業、サッカースクール 

⑧スポーツ施設 

10 
クレイン 福祉 小規模授産事業として、共同

作業所クレインの運営 

※障害者自立支援 

11 

アマゾン森林農業協

会 

環境保全 アグロフォレストリー(森林

農業)農場の設定、技術指導・

普及(ブラジルにて) 

 

12 

北広島市体育協会 スポーツ

振興 

総合体育館、緑葉公園の指定

管理者、駅伝、スポーツ教室

などのスポーツ事業 

⑧スポーツ施設 

13 
手仕事屋 福祉 障害者自立支援法に基づく、

地域活動センター事業 

※障害者自立支援 
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14 

ケアサポート笑 福祉 介護保険法に基づく介護及び

生活支援、介護保険制度以外

での家事援助及び身体支援 

②高齢者福祉等 

15 
Gentle・Hands 福祉 介護認定者の外出時の送迎事

業とアシスタント事業の実施 

②高齢者福祉等 

16 

ひろがり まちづく

り 

市広報編集業務受託、 ⑦学習研修施設 

⑪地域のコミュニ

ティの場・交流の

場 

17 

生涯学習推進委員会

ゆめ 

社会教育 北広島市ふれあい学習センタ

ーの指定管理業務受託 

④歴史文化博物館 

⑤市民美術・工芸

館 

⑦学習研修施設 

18 

北広島 EM 自給菜園

の会 

環境保全 有用微生物(EM)を活用した

生ごみの堆肥化推進、無農薬

有機農法での野菜作り 

⑩農業施設 

19 

北広島森林ボランテ

ィア・メイプル 

環境保全 森林の保全や植樹、自然観察

などのガイド、市民の森づく

り、緑化活動等の支援 

⑨自然体験・環境

教育拠点 

20 
２nd ステージコアラ 福祉 介護保険法に基づく居宅サー

ビス事業、介護タクシー事業 

②高齢者福祉等 

21 
日タイ NGO センター 福祉 タイ国への移住・ロングステ

ィに関する情報の普及活動 

 

22 

JB(ジーバ)協会 福祉 高齢者、障害者及びその家族、

介護者の生活、介護の相談、

支援 

②高齢者福祉等 

23 
こどもサポート隊 子ども 不登校、ひきこもり児童生徒

に対する支援(みらい塾) 

①子育て支援 

24 
よつばの会 福祉 精神障害者に対する障害福祉

サービス事業 

※障害者自立支援 

25 
養育里子自立支援の

会「momo」 

こども 養育里子に対する自立支援 

 

①子育て支援 

26 エルフィン 福祉 精神障害者に対する自立支援 ※障害者自立支援 

27 
L and P（エルアン

ドピー） 

福祉 障害者の就労支援(環境開発

工業㈱内) 

※障害者自立支援 

 

 

 


